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第７章　歴史的風致形成建造物の指定の方針

１　歴史的風致形成建造物の指定の方針

　太宰府市では、歴史的建造物について、文化財保護法をはじめとして県並びに市の文化

財保護条例に基づく指定を行い保存、活用に取り組む。

　さらに、太宰府固有の歴史的風致の維持向上を図るために、重点区域内において歴史的

風致を形成している国指定文化財以外の歴史的建造物で、歴史的風致の維持及び向上を図

る上で必要な建造物については、歴史まちづくり法第 12 条第１項に基づき歴史的風致形

成建造物に指定することとする。

　なお、歴史的風致形成建造物の指定や候補のリストアップにあたっては、太宰府市歴史

的風致維持向上協議会の意見を聴取する。

２　歴史的風致形成建造物の指定要件　

　太宰府市における歴史的風致形成建造物の指定にあたっては、以下の指定の前提を全て

満たした上で、指定要件のいずれかに該当するものを指定する。

　＜指定の前提＞

　以下の全ての条件を満たすこととする。

　　①重点区域内に所在すること

　　②建築後 50 年以上経過した建造物であること

　　③建築当時の状況が理解できること

　　④所有者の同意が得られたもの

　＜指定要件＞

　以下のいずれかに該当するものとする。

　　①文化財保護法第 57 条第１項の規定に基づく登録有形文化財

　　②福岡県文化財保護条例に基づく指定文化財

　　③太宰府市文化財保護条例に基づく指定文化財

　　④景観法第 19 条第１項の規定に基づく景観重要建造物（指定が確実な物件を含む）

　　⑤認定を受けた太宰府市民遺産を構成する建造物

　　⑥太宰府市の歴史的風致の形成に寄与する建造物で、市長が必要と認めたもの。
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３　歴史的風致形成建造物の指定及び候補一覧
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歴史的風致形成建造物の指定及び候補位置図

門前部分拡大図


